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美郷町電気自動車等普及促進・災害時活用促進事業補助金交付要綱 

令和２年１０月１６日告示第５１号 

 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、再生可能エネルギー普及推進・地球温暖化対策促進及び災

害時等の電源確保対策を目的として、電気自動車等（第３条各号に定める車両

等をいう。）を購入又は設置する町民に対し、予算の範囲内において交付する

補助金について、美郷町補助金等交付規則(平成１６年美郷町規則第６号)に

定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （対象者） 

第２条 この補助金の交付を受けることができる者（以下「申請者」）は、次の

各号のいずれにも該当するものとする。 

（１） 申請者は町内に住民登録がある住民（以下「住民」）又は町内に事業

所を持つ民間事業者（以下「事業者」）もしくは、リースにより電気自動車

等を使用する住民又は事業者（以下「使用者」）へ電気自動車等のリース又

は設置を実施するリース業者（以下「リース業者」）であること。 

（２） 申請者又は使用者に町税その他町の徴収金の滞納がないこと。申請者

又は使用者が住民である場合はその同居する同一世帯の者に町税その他町

の徴収金の滞納がないこと。 

（３） 新たに電気自動車等を購入（車両リースの場合は４年以上の期間）又

は設置する者であること 

（対象車両等） 

第３条 この補助金の対象となる電気自動車等は、次の各号に定めるところに

よる。 

（１） 電気自動車 一般社団法人次世代自動車振興センター（以下「振興

センター」）が行うクリーンエネルギー自動車導入事業費補助金（以下「Ｃ

ＥＶ補助金」）の対象となる電気自動車 

（２） プラグインハイブリッド車 振興センターが行うＣＥＶ補助金の対

象となるプラグインハイブリッド車 



2 

（３） 充電設備又は充放電設備 振興センターが行うＣＥＶ補助金の対象

となる充電設備又は充放電設備（以下「充放電設備等」） 

２ 前項の電気自動車等については原則再生可能エネルギー由来の電力を使

用する設備であること。再生可能エネルギー由来の電力を使用できない場

合、４条１項の「ＣＥＶ補助金相当額」及び４条２項の「充放電設備等補

助」を受けることができない。 

（補助金額及び防災協定による補助金額） 

第４条 電気自動車等への補助金額は、振興センターが行うＣＥＶ補助金によ

る「（別表１）補助対象車種銘柄ごとの補助金交付額」の範囲で別に定める。 

２ 充放電設備等については設置費用の２分の１以内とする。 

３ 住民が前条（１）及び（２）の車両を購入する場合はＣＥＶ補助額を基準と

し、それぞれの車両に応じて町の補助額を別に定め、１項に加算する。 

４ 前項に定めるほか、町との防災協定に協力する者（町内での災害発生、避難

所開設時等で停電が発生した場合に、町からの要請により、可能な範囲で当該

補助金交付を受けた電気自動車等（給電機能のない車両を除く。）により避難

所等への電力供給に協力することができる者をいう。）については、次に定め

る範囲内において補助金を交付することができる。 

（１） 電気自動車等で外部給電機能のある車両 前項に定める補助金額に

加え１５万円 

 （２） 充放電設備等でＶ２Ｈ機能のある充放電設備 ２項に定める補助額に

加え１０万円 

 （交付にあたっての基本的条件等） 

第５条 この補助金の交付を受けるにあたっての基本的条件等は、次に定める

ところによる。 

（１） 可能な限り電気自動車等の購入前に事前相談を行うこと。 

（２） 電気自動車等の購入又は設置から、６０日以内に交付申請を行うこと。 

（３） 前条３項及び４項の補助額については、同一年度内に同一世帯で、こ

の補助金の交付を受けている者がいないこと。 

（４） 前条３項及び４項の補助金の交付を受けている場合は、その交付時か

ら車両は４年以上又はＶ２Ｈは５年以上の期間が経過していること（不可
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抗力による事故、災害等により使用できなくなった場合を除く。）。 

（５） Ｖ２Ｈへの補助金は、同一世帯につき１設備までとすること。 

（その他） 

 この告示に定めるほか、申請書類又は詳細な手続き若しくは条件等の必要な

事項は、別に定める。 

  附 則（令和２年告示第５１号） 

この告示は、令和２年１０月１６日から適用する。 

  附 則（令和４年告示第○号） 

この告示は、公布の日から施行し、令和４年６月１日から適用し、令和９年３月

３１日に、その効力を失う 

  


